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宇部市公開型 GIS・統合型 GIS整備事業業務に係るプロポーザル 

質問書に対する回答 

 

№ 質問内容 仕様書等(頁) 回答 

1 選考審査基準評価項目「７」に「道路台帳閲覧シス

テムの基本性能について」との文言がありますが、

この記載は統合型 GISで道路台帳の路線網図、調

書、道路台帳附図を閲覧する機能(特記仕様書第 38

条 (2) 1) ⑧)を対象としているとの認識で間違いな

いでしょうか。 

選考審査基準 

評価項目「７」 

特記仕様書 

第38条 (2) 1) ⑧ 

ご認識のとおりで間違いございません。 

2 LINEから転送されるメール内に位置情報や通報内容

の文面が記録されていると思いますが、メールまた

は必要な情報が特定のフォルダに格納される想定で

しょうか。 

その場合、受け渡しに使用するデータの形式は何に

なりますでしょうか。 

特記仕様書 

第 46条 構成想定 

メールによる転送のみを想定しております。本市の所有す

る特定のサーバ・フォルダ等にデータを蓄積するような構

成は想定されていません。また、メールにて転送する項目

としては、以下の項目などを想定しています。 

・位置情報（緯度経度情報） 

・投稿された画像ファイル 

・通報の詳細情報（○○が破損していた、など） 

 

なお、LINE連携については、各提案者様により、対応の方

法は異なることも想定されます。本市としては、市民の方々

が本市公式 LINEを入り口とした画像・位置情報通報サービ

スの構築が必須事項であり、上記のメールによる転送の仕

組みではなく、本市公式 LINEから提案者様にて用意される

画像・位置情報通報サービスに接続するよう設定するなど、

市民がアプリのダウンロードを必要とせず、容易に利用可

能な代替案の提案でもよいものとします。 
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3 宇部市公式 LINEとの連携 

・LINE連携ついてどのような取り込み方を想定して

いるのかご教示願います。 

・「LINEサービスより、メールにて転送された情

報」とのことですが、転送されるデータのデータ形

式及びデータのサンプルをご教示願います。 

また、転送されるメールアドレスは提案者の指定す

るメールアドレスに転送されますか。 

仕様書第 46条 LINE 連携につきましては、質問№2 の回答をご参照くださ

い。 

4 貸与資料 

・令和 4年度国土地理院で撮影した航空写真及びオ

ルソ画像の地図情報レベルをご教示願います。 

仕様書第 56条 航空写真及びオルソ画像は、地図情報レベル 2500です。 

5 ※の１つめ 

本業務と同様の業務とは、公開型 GIS・統合型 GIS

及び道路台帳デジタル化業務が 1件の契約として履

行した業務のみでしょうか。 

※の 3つ目 

仕様書「４業務内容」に提示する（１）、（２）及び

（３）は仕様書の何条のことを指していますか。 

様式５ 

業務実績書 

「本業務と同様の業務」については、公開型 GIS・統合型 G

IS 構築業務及び道路台帳デジタル化が一件の契約である

ことが望まれますが、別々の業務として履行した場合も可

とします。 

 

「仕様書「４業務内容」に提示する（１）、（２）及び（３）」

については、記載の間違いでございます。様式５の３つ目

の※印における、『なお、評価時の「類似する業務」の判断

基準は、仕様書「４ 業務内容」に提示する（１）、（２）

及び（３）についての業務を実施しているものとします。』

の記載は、削除とさせていただき、修正した様式を市公式

ウェブサイトの募集ページ（URL：https://www.city.ube.

yamaguchi.jp/boshu/boshuu_shigoto/boshu_nyuusatsu/10

22111.html）に公開させていただきました。 
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6 (4)宇部市道路台帳調書(Excel)とありますが、第 59

条 道路台帳調書(1)にあります、受注者が保有する

道路台帳調書集計システムとこの Excel調書とのデ

ータの互換関係はあるのでしょうか。 

互換性が無い場合、システム取り込みフォーマット

をお示しいただく事は可能でしょうか。 

仕様書 第 56条 

貸与資料 

本市では、各社が保有する道路台帳集計システムと本市が

保有する Excel 形式の道路台帳調書データとの互換性につ

いては把握しておりません。 

7 「（１） 実施方法(案)－カ 説明者」において、本業

務に実際に参加するものとは、契約手続きや業務履

行に際し打合せに参加する営業担当者も含むと考え

てよろしいでしょうか。 

実施要領 

１０ 最優秀提案

者の選定 

ご認識のとおりで間違いございません。 

8 「宇部市公開型 GIS・統合型 GIS整備事業業務に係

るプロポーザル審査選考審査基準」の見積価格の評

価基準について、「見積額（税込）について相対的に

評価する。」と記載されています。相対的な評価につ

いての具体的な評価方法（計算方法）をご教示願え

ますでしょうか。 

「宇部市公開型

GIS・統合型 GIS整

備事業業務に係る

プロポーザル審査

選考審査基準」の

見積価格 

見積価格の評価については、全提案者中最低見積額を満点

とし、他の提案者様については見積額に応じて、その割合

で案分して評価します。 

計算式としては、以下のとおりです。 

・配点 50点×（最低見積額÷提案見積額） 
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9 LINE連携の仕様について確認させて頂きます。定型

の CSVファイルによるデータ連携を見込んでおりま

す。そのため、下記レイアウトの CSVファイルを当

社が指定いたしますインターネット接続サーバへ、

LINE連携構築業者様より CSVファイルをご転送いた

だけますでしょうか。 

●CSVファイルのレイアウト（必須項目のみ記載） 

・管理番号：数値型 

・情報区分（道路、河川等の管理区分）：文字型 

・投稿情報：文字型 

・位置情報（緯度）：数値型 

・位置情報（経度）：数値型 

・現地写真画像ファイルの配置先情報：URL型 

※現地写真は LINE連携構築業者様側のサーバに 

配置されている画像ファイルを URL で参照する想定 

仕様書第 46 条宇

部市 LINE との連

携 

LINE 連携につきましては、質問№2 の回答をご参照くださ

い。 

10 公開型・統合型 GISの構築及び道路台帳の電子化実

績と記載がありますが、3つの業務（公開型・統合

型 GISの構築、道路台帳の電子化業務）を全て包含

する完了実績が対象となりますか、もしくは 3つの

業務のうちいずれかの業務の完了実績を 1件として

よろしいでしょうか。 

様式７業務責任者

等調書 

仕様書第 6 条記載のとおり、主任技術者・照査技術者につ

いては公開型 GIS・統合型 GIS の導入実績を有すること、

道路台帳デジタル化に従事する技術者については、道路台

帳デジタル化業務の実績を有することとなっておりますの

で、各技術者の方の調書には、全て包含する実績でなくと

も良いです。 

また、業務責任者については公開型 GIS・統合型 GIS 及び

道路台帳デジタル化をすべて包含する完了実績が望ましい

ですが、公開型 GIS・統合型 GIS の構築実績でも可としま

す。 

11 類似業務とは公開型・統合型 GIS以外の個別 GISの

構築、道路台帳以外の法定台帳の電子化が対象とな

るという認識でよろしいでしょうか。 

様式７業務責任者

等調書 

類似業務とは、公開型 GIS・統合型 GIS もしくは道路台帳

デジタル化業務を含む業務を指します。個別 GIS の構築や

道路台帳以外の電子化業務は対象外となります。 
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12 「業務責任者等が携わった業務で」と記載がありま

すが、業務責任者、主任技術者、照査技術者、担当

技術者のいずれかで業務に携わった業務という認識

でよろしいでしょうか。 

様式７業務責任者

等調書 

様式７については、業務責任者、主任技術者、照査技術者、

担当技術者のそれぞれ、合計 4 名以上をご提出いただくこ

ととなりますので、それぞれの担当者ごとに携わられた業

務を御記載ください。 

13 仕様書「４業務内容」に提示する（１）、（２）及び

（３）と記載されていますが、仕様書で該当する箇

所が確認できません。あらためてご教示願えますで

しょうか。 

様式５業務実績書 「仕様書「４業務内容」に提示する（１）、（２）及び（３）」

については、記載の間違いでございます。様式５の３つ目

の※印における、『なお、評価時の「類似する業務」の判断

基準は、仕様書「４ 業務内容」に提示する（１）、（２）

及び（３）についての業務を実施しているものとします。』

の記載は、削除とさせていただき、修正した様式を市公式

ウェブサイトの募集ページ（URL：https://www.city.ube.

yamaguchi.jp/boshu/boshuu_shigoto/boshu_nyuusatsu/10

22111.html）に公開させていただきました。 
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14 当社 LGWAN-ASP統合型 GISを利用するに際し、下記

2点の設定確認、設定変更が必要となります。 

設定変更が可能であるか確認をお願い致します。 

 

（1）自治体側に設置している LGWAN 総合行政ネット

ワークに接続するためのネットワーク装置（ファイ

アウォール）のポート開放が必須となります。 

SQLサーバのポート開放（1433番）が該当し、該当

機器のネットワーク機器保守業者へ確認頂くことは

可能でしょうか。なお、LGWAN総合行政ネットワー

ク（J-LIS）側のネットワーク装置（ルータ）のポー

ト開放についても必須となりこちらについては、ル

ータ管理者様へ申請する流れとなります。 

 

（2）統合型 GISを利用される職員端末から LGWAN総

合行政ネットワークへのネットワーク経路として、

自治体側インターネットプロキシサーバを経由して

いる場合は、経由しないようにネットワーク接続経

路の設定変更が必須となります。ルーティングの設

定変更が可能であるかご確認頂くことは可能でしょ

うか。 

仕様書 LGWAN-ASP を利用するに際し、本市側で必要となるネット

ワーク設定については、必要に応じて対応いたします。 

なお、質問いただいた(1)、(2)ともに対応可能となります。 

 


